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◀詳しくは
　こちら

◀昨年の作品 ▲

合理的配慮の提供とは？「芦屋市みんなにやさしいお店」に登録しませんか

障がいのある人が安心して利用することができるお店を増
やすために、「芦屋市みんなにやさしいお店登録事業」を実
施しています。「芦屋市みんなにやさしいお店」とは、障がいのある
人が来店した時に、できる限り配慮することを心がけ、障がいのある
人の社会参加を応援するお店のことです。登録していただくと、登録
店舗の情報を芦屋市のホームページやInstagramなどに掲載し、「芦
屋市みんなにやさしいお店」として周知します。

ホームページ

合理的配慮の提供への費用を助成します

障がいのある人から、その障がいを理由に何らかの対応
をお願いされた場合、負担が重すぎない範囲で対応することを「合
理的配慮の提供」といいます。令和６年４月より合理的配慮の提供
が民間事業者にも義務化されています。

内閣府
ホームページ

お店などが障がいのある人に合理的配慮の提供をするた
めの費用の一部を助成しています。例えば、お店に手すりを付けた
り、コミュニケーションツール（例：点字メニュー・音声チラシな
ど）を購入したりする費用が対象になります。
新たに、「講演会などでの手話通訳者・要約筆記の派遣」「障がい
理解などの研修会」が助成メニューに加わりました。

ホームページ

「緊急・災害時要援護者台帳」とは、ひとり暮らしの高齢者や障がいの

ある人などが、緊急・災害時に避難が遅れる、安否がわからないといっ

た状況にならないよう、氏名、住所、緊急時の連絡先などの情報をあら

かじめ登録いただく制度です。登録内容は、民生委員・児童委員、芦屋

市社会福祉協議会などの関係機関に伝え、平常時から地域との関わり

合いを持ち、緊急・災害時に役立てることを目的としています。

■日時　12月４日～ 10日午前９時30分～午後５時
■会場　保健福祉センター１階エントランスホールおよび木口
　記念会館（月曜休館）
※12月5日（木）午前10時～午後4時まで木口記念会館１階多目的
　ホールにて授産品（雑貨やハンドメイド商品など）の販売会を開催
■問い合わせ　芦屋市障がい者基幹相談支援センター
　☎31-0739/穐32-7529

芦屋市自立支援協議会実務者会から

自立支援協議会実務者会では、「みんなにやさしい芦屋」を目指
して、芦屋市を障がいのある人にもない人にもやさしいまちに
するために日々協議を重ねています。これからの取り組みに役
立てるため、ぜひ「みんなにやさしい芦屋」に関するアンケート
への回答にご協力ください。回答にかかる時間は５分程度です。

■回答期間　12月27日（金）まで

◀回答は
　こちら

「感じるものを形にしたら、あなたもわたしもアーティスト」

■日時　令和７年２月15日（土）午前10時～
　午後４時
■会場　芦屋市役所東館３階
■内容　【講演会】シンガーソングライター
　「TAKERU」さんの母からメッセージ〈要予
　約〉・高校生による障がいのある人と災害
　についての発表〈要予約〉
　事業所パネル展示・手作り商品の販売・ワー
　クショップ・相談コーナーなど
■申し込み　講演会のみ12月20日～令和７年
　２月９日にホームページから
■問い合わせ　まるっと説明会実行委員会事務局（芦屋市障がい者基幹
　相談支援センター）☎31-0739/穐32-7529

芦屋の障がい福祉が「まるっと」わかるイベント

▲ASHIYAみんなにやさ
しいお店公式Instagram

手話カフェ〈Knot〉様
にもご登録いただきま
した！

店内の様子▶
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